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Ⅰ 障がい児保育のこれまでの経緯 

 

  福岡市児童福祉審議会（当時）は，昭和52年11月に，市から「心身障害

児の保育に関する対策について」の諮問を受け，昭和58年１月に「指定保

育所方式」を内容とする答申を行い，昭和58年４月から10か所の指定保育

所で障がい児保育事業が開始された。 

  その後，平成13年６月に，市から「心身障害児の保育に関する対策につ

いて」の諮問を受け，同年８月に答申を行い，これに基づき，平成14年４

月から，全保育所での障がい児保育事業が開始された。その内容は，次の

ようなものであった。 

 

 １ 対象児童 

   障がい児保育になじむと判断された児童を対象児童とする。 

 ２ 障がいの程度 

   集団保育が成り立たないほどの個別的な人員を要しない児童を対象と

し，常態として保育士と児童が１対１の個別対応を要するものは，対象

児としない。 

３ 実施保育所 

   全保育所で障がい児保育を実施する。 

４ 入所の決定 

   障がい児保育指導委員会において障がいの程度を判定するとともに，

障がいの状況から集団保育が可能か否かを判定することとし，対象児の

入所については，これらの判定を尊重して福祉事務所長が総合的に判断

し，決定する。 

⇒ その後，平成25年度から，障がいの程度及び集団保育の可否につい

ても，障がい児保育指導委員会における意見を参考に，市が決定する

こととなった。 

 

Ⅱ 審議経緯 

 

  平成14年４月から実施されている現在の障がい児保育制度は，開始から

15年余の歳月が経過する中で，市内の保育所・認定こども園の約95％にお

いて障がい児保育が実施されるなどの成果が挙がっているところである

が，一方で，児童福祉法の改正などの社会情勢や障がい児と保護者を取り

巻く環境の変化などにより障がい児保育のニーズが高まるとともに，医療

的ケアを必要とする児童の保育の受け皿の確保など，新たな課題も生じて

いる。 
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  このような状況から，平成30年度に医療的ケア児に関する保育ニーズ調

査が実施されるとともに，市立保育所における医療的ケア児保育モデル事

業が開始されているところであり，これらを踏まえ，平成31年２月４日

に，市からこども・子育て審議会に対して「障がい児保育の今後のあり方

について」諮問がなされ，同審議会内に設置された障がい児保育検討専門

委員会において，審議を行ってきたものである。 

 

Ⅲ 現状と課題 

 

 １ 障がいの程度が重い児童について 

   障がい児保育制度の対象児童は，障がい児保育の判定の際に，「軽

度」，「中度」，「中度より重い」と判定された児童となっており，常態と

して保育士と児童が１対１の個別対応を要する児童については，「集団保

育困難」と判定され，原則として障がい児保育制度の対象外とされてい

るところである。しかし，このような児童についても，保護者，保育所

等（保育所，認定こども園，小規模保育事業所，家庭的保育事業所及び

事業所内保育事業所をいう。以下同じ。），主治医等による協議の上で，

受入れ可能と判断された場合には，「中度より重い」に準ずるものとし

て，保育所等の利用が認められることとなる。 

   「集団保育困難」と判定された児童数は，平成28年４月１日では７

人，平成29年４月１日では５人，平成30年４月１日では７人であり，そ

のうち保育所等を利用することができた児童数は，５人，３人，３人と

なっており，実態として，「集団保育困難」と判定された児童の概ね過半

数が「中度より重い」に準ずるものとして保育所等を利用することがで

きている。 

   また，「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」，「福岡市障

がいを理由とする差別をなくし障がいのある人もない人も共に生きるま

ちづくり条例」の施行等を踏まえた対応を行っていく必要がある。 

 

 ２ 医療的ケア児について 

   医療的ケア児とは，医学の進歩を背景として，ＮＩＣＵ等に長期入院

した後，引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し，たんの吸引や経管栄

養などの医療的ケアが日常的に必要な障がい児とされており，市は，市

内の医療的ケア児に係る保育ニーズを把握するため，「医療的ケア児に関

する保育ニーズ調査」を実施している。 

   この調査は，医療的ケアを必要とする就学前児童のいる家庭を対象

に，関係機関を通じたアンケート配付方式により実施されており，有効
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回答件数は70件で，この調査の結果，医療的ケア児の保護者の７割が就

労意向を示しており，このうち６割以上が保育所等の利用を希望してい

る。 

   併せて，平成30年度から市立保育所における医療的ケア児保育モデル

事業が実施されており，医療的ケア児を保育所等で受け入れるに当たっ

ての課題や留意点についても，徐々に把握しつつある。 

   また，医療的ケア児については，平成28年に追加された児童福祉法第

56条の６第２項により，関係行政機関や関係する事業所等の連携が求め

られているところであり，同法施行に伴い発せられた国からの通知「医

療的ケア児に関する保健，医療，福祉，教育等の連携の一層の推進につ

いて（平成28年６月３日付府子本第377号）」において，医療的ケア児の

保育ニーズに応えられるよう，看護師等の配置等についての配慮が求め

られているところである。 

 

 ３ 障がい児保育に係る判定制度について 

   障がい児保育に係る判定制度においては，実態としては，どの程度の

保育士の加配を行うか，つまり，「児童が必要とする支援の程度」を判定

しているところであるが，現行制度では，「児童の障がいの程度」につい

て判定することとされている。 

   また，判定基準においては，身体障がい者手帳及び療育手帳の等級に

加えて，個別の判断によることとされているところ，特に低年齢児につ

いては，手帳を取得していないことが多く，個別の判断による部分が多

いため，判定基準が一般の保護者から見てわかりにくい面がある。 

 

 ４ 制度の名称について 

   現行の「障がい児保育制度」という名称については，抵抗感を覚える

保護者が少なくない。また，現行制度の対象となっている難病の患者で

ある児童や，今後，受入れのあり方を検討すべき医療的ケア児の中には

障がいや発達の遅れがない児童も含まれることを踏まえれば，制度の名

称の変更を検討する時期にあるといえる。 
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 ５ その他 

   現状，障がいの程度が重い児童や医療的ケア児は，児童発達支援事業

や日中一時支援事業等を利用しているところであるが，これらの事業

は，それぞれ「療育」や「家族の一時的な休息」などを目的としたもの

となっている。 

   また，前述の国からの通知において，幼稚園においても医療的ケア児

のニーズの把握及びこれを踏まえた対応が重要である旨記載されている

ところであり，これを踏まえた対応を行っていく必要が生じている。 
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Ⅳ 障がい児保育の今後のあり方 

  障がい児保育制度について，これまでの経緯，現状及び課題を踏まえ検

討した結果，以下のとおり，答申案として意見をとりまとめる。 

 

 １ 答申の方向性 

  ⑴ 障がいの程度が重い児童の保育の受け皿について 

    保育所等での保育が可能な範囲においては，保育所等において集団の

中で保育を受ける機会を提供するべきであるし，保育所等での保育が難

しい場合においても，保育所等以外の手法を検討し保育の受け皿を確保

すべきである。 

  ⑵ 医療的ケア児の保育の受け皿について 

    「医療的ケア児に関する保育ニーズ調査」により確認できたニーズ

や，「医療的ケア児保育モデル事業」を通じて把握できた課題等を踏ま

え，医療的ケア児の保育所等での受入れについて，本格的に実施して

いくべきである。 

  ⑶ 障がい児保育に係る判定制度の見直しについて 

    障がい児保育の判定内容は，実態に即して，「児童が必要とする支援

の程度」とすべきである。 

    また，判定基準については，市の説明責任を果たすという観点か

ら，よりわかりやすい基準とすべきである。 

  ⑷ 障がい児保育制度の名称について 

    障がい児保育制度の名称は，保護者が受け入れやすい通称と併せて検

討すべきである。 

  ⑸ その他の事項について 

    児童発達支援事業や日中一時支援事業等は，趣旨や目的が「保育」

とは異なるものの，これらの利便性の向上を図ることで，結果的に，

保護者の就労等の支援につながると考えられることから，積極的な展

開を図ることが望ましい。 

    また，幼稚園における障がい児や医療的ケア児の受入れの推進につ

いても，これを支援するための施策を検討していくことが望ましい。 
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 この制度の対象となる児童は，すべての障がいをもつ児童，医療的ケ

アを必要とする児童（以下「医療的ケア児」という。）及び難病の患者

である児童とすべき。 

 ２ 具体的な取組み 

  ⑴ この制度の対象児童 

 

 

 

 

    障がい児保育のニーズの高まりや，医療的ケア児の保育の受け皿の

確保の必要性，保育現場における保育の実態等を踏まえれば，これま

でこの制度の対象外とされてきた「常態として保育士と児童が１対１

の個別対応を要する児童」や，看護師配置の必要性から受入れができ

なかった「医療的ケア児」についても，対象とすることが適当であ

る。 

    併せて，難病の患者である児童については，現在においてもこの制

度の対象とされているところであるが，わかりやすさという観点か

ら，対象となることを明らかにすべきである。 

 

  ⑵ 保育所等における障がい児の受入れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現行の判定基準において，「軽度」，「中度」，「中度より重い」と判

定されている児童については，従来どおり全保育所等で保育を実施す

べき。 

② 常態として保育士と児童が１対１の個別対応を要する児童につい

ては，将来的には全保育所等での受入れを視野に，まずは，指定保育

所（公立保育所及び一部の民間保育所等），特定の児童について受入

れを行う民間保育所等で保育を実施すべき。 

③ 医療的ケア児については，指定保育所（公立保育所及び一部の民間

保育所等），特定の児童について受入れを行う民間保育所等において，

看護師を配置することにより保育を実施すべき。 

④ ②及び③に係る児童の保育を実施する保育所等に対しては，必要な

財政的，技術的支援を実施すべき。 

⑤ 医療的ケア児の受入れに当たって必要となる看護師については，指

定保育所で直接雇用する場合における恒常的な配置や，訪問看護ステ

ーションの活用など，安定的な確保に向けて様々な手法を検討すべ

き。 

⑥ ②及び③に係る児童の保護者は，それ以外の保護者に比して，就労

が制限されるなど，保育所等の利用が難しくなる場合があることや，

利用可能な保育所等が限られること等を踏まえ，これらの児童の円滑

な保育所等の利用に向けた方策を検討すべき。 
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   【①について】 

     常態として保育士と児童が１対１の個別対応を要しない児童につ

いては，従来どおり，全保育所等で保育を実施すべきである。 

   【②について】 

     常態として保育士と児童が１対１の個別対応を要する児童につい

ても，全保育所等で保育を実施することが望ましいが，実態とし

て，保育士確保が困難であること，安全な保育を実施するために環

境整備の時間が必要であること，他に多くの障がい児を受け入れて

いる場合など受入態勢の問題が生じる場合があること等を踏まえる

と，仮に全保育所等で実施することとしても，一部の民間保育所等

では即時の受入れが困難となる場合が想定される。 

     このような状況下では，結果的に，受入れが可能な保育所等がわ

かりにくくなってしまい，保護者に過大な労力をかける結果となっ

てしまう。 

     そこで，将来的には全保育所等での受入れを目指し，市の積極的

な働きかけに期待するとともに，まずは，公立保育所及び一部の民

間保育所等で構成する指定保育所，特定の児童に限り受入れを希望

する民間保育所等において保育を実施すべきである。 

   【③について】 

     医療的ケア児の保育所等での受入れに当たっては，基本的に看護

師の配置が必要となるが，全保育所等に看護師を配置することは，

看護師の人材確保や財政的観点から現実的でないことから，公立保

育所及び一部の民間保育所等で構成する指定保育所，特定の児童に

限り受入れを行う民間保育所等において保育を実施すべきである。 

   【④について】 

     財政的支援については，常態として保育士と児童が１対１の個別

対応を要する児童や医療的ケア児を受け入れるに当たって必要とな

る保育士及び看護師を配置するための支援を実施すべきである。 

     技術的支援については，児童の受入れに当たって必要な研修，指

導，助言等のサポート体制をしっかり充実させるとともに，児童の

受入れを決定するに当たってのコーディネータの配置など，保護者

及び保育所等の不安を軽減するような仕組みの創設についても検討

し，併せて，医療的ケア児を受け入れるに当たっての配慮事項等を

整理したガイドラインの作成，指導医の配置なども含めた保育現場

における医療的ケアの円滑な実施のための体制構築を図るべきであ

る。 
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① 障がいや疾病等の程度を勘案し集団保育が著しく困難な児童につ

いては，居宅訪問型保育事業等を活用して保育を実施すべき。 

② 医療的ケア児を受け入れる居宅訪問型保育事業についても，保育所

等での保育の場合と同様に，看護師の配置のための支援を実施すべ

き。 

   【⑤について】 

     保育所等で医療的ケアを実施する看護師は，医師不在の状況の中

で医療的ケアを実施可能で，かつ，小児科の経験があることが前提

となるが，このような看護師の安定的な確保には極めて困難が予想

される。 

     そこで，安定した雇用の保障という観点に加えて，年度当初に医

療的ケア児の在籍がない場合でも，年度途中の申込に対応する必要

があることなどを踏まえ，指定保育所においては，恒常的に看護師

を配置すべきである。 

     併せて，訪問看護ステーションの活用などについても検討すべき

である。 

   【⑥について】 

     障がいの程度が重い児童や医療的ケア児の保護者は，それ以外の

保護者に比して，育児や医療的ケアに時間と労力を費やすこととな

る場合があり，就労が制限されるなど保育所等の利用が難しくなる

場合も少なくない。また，当分の間は，すべての保育所等でこれら

の児童への保育が実施できるものではない。 

     そこで，今後構築される新たな制度の実施に当たっては，利用申

込の手続も含め，これらの児童が保育所等を円滑に利用できるよう

な方策を検討すべきである。 

 

  ⑶ 保育所等以外における障がい児の受入れ  

 

 

 

 

 

 

 

   【①について】 

     障がいや疾病等の程度を勘案し集団保育が著しく困難な児童，す

なわち，保育士と児童の１対１の個別対応や看護師の配置によって

も保育所等での保育が困難な児童については，居宅訪問型保育事業

等を活用して保育を実施すべきである。 

     なお，居宅訪問型保育事業の実施に当たっては，保育士が児童の

自宅において長時間におよぶ１：１の保育を実施することは，保育

士及び児童双方の負担が非常に大きくなることが想定され，事業の
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① 障がい児保育制度の判定に当たっては，「児童が必要とする支援の

程度」について判定を行うべき。 

② 保育所等における医療的ケア児の受入れについては，あらかじめ，

必要とする医療的ケアの内容による限定は行わず，児童の状況を総合

的に判断することにより判定すべき。 

実現可能性，持続可能性を担保するため，現状，障がいの程度が重

い児童が利用している児童発達支援事業や日中一時支援事業などを

活用した仕組みの創設を検討すべきである。 

   【②について】 

     居宅訪問型保育事業においては，保育士と児童が１：１での対応

により保育を実施することとなるが，看護師を配置する場合，結果

的に２：１での対応となる。 

     しかしながら，医療的ケアを必要とする児童の受入れには看護師

配置が必要であり，保育所等での受入れの場合とのバランスを踏ま

えても，看護師配置のための支援を実施すべきである。 

 

  ⑷ 障がい児保育制度における判定について 

 

 

 

 

 

 

 

   【①について】 

     現行制度上，障がい児保育制度の判定に当たっては，「児童の障が

いの程度」について判定することとなっているが，実態としては，

どの程度の保育士の加配を行うか，つまり，「児童が必要とする支援

の程度」を判定しているところであり，制度上も，実態に即して変

更すべきである。 

   【②について】 

     医療的ケアを実施する看護師に不安を抱かせないという観点から

は，ある程度，保育所等で実施する医療的なケアを限定すべきとい

う考え方もあるが，同じ医療的ケアの内容であっても，児童によっ

て程度が大きく異なることから，医療的ケアの内容により限定する

ことは，過大な利用制限となる可能性がある。 

     また，小学校へ入学する際の円滑な移行という観点も踏まえて，

小学校の場合と同様に，児童の状況を総合的に判断して判定すべき

である。  
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 障がい児保育制度における判定基準について，今回の制度変更を踏ま

えたものとするとともに，よりわかりやすいものとすべき。 

 障がい児保育制度の名称について，障がいや発達の遅れがない医療的

ケア児などが含まれる幅広い制度であることがわかる名称に改めるとと

もに，保護者が受け入れやすい通称を設けるべき。 

  ⑸ 障がい児保育制度における判定基準について 

 

 

 

 

    常態として保育士と児童が１対１の個別対応を要する児童や医療的

ケア児を保育所等で受け入れるべきこと，障がいや疾病等の程度を勘

案し集団保育が著しく困難な児童について居宅訪問型保育事業等を活

用して保育の受け皿を確保すべきことを踏まえ，これらに係る判定基

準を創設すべきである。 

    あわせて，障がい児や保護者を取り巻く社会情勢の変化などによ

り，障がい児の保育ニーズが高まっていること等を踏まえれば，市の

説明責任を果たすという観点から，よりわかりやすい基準とすべきで

ある。 

    なお，本委員会においても基準について検討しており，別添のとお

り案として示す。 

 

  ⑹ 制度の名称について 

 

 

 

 

 

    障がい児保育制度については，医療的ケア児を含めた児童を対象と

する制度とすべきであるところ，医療的ケア児の中には，障がいや発

達の遅れがない児童も含まれている。また，現在においても，難病の

患者である児童がこの制度の対象とされていること等も踏まえれば，

「特別支援保育制度」，「発達支援保育制度」のような，広く，支援を

必要とする児童を支えるための制度であることがわかるような制度名

称とすべきである。 

    また，現在の「障がい児保育制度」という名称については，抵抗感

を覚える保護者が少なくないという課題を踏まえ，「さぽーと保育」，

「すこやか保育」，「すくすくプラス」，「はぐくみ保育」のような，保

護者が受け入れやすい通称を設けるべきである。 
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 児童発達支援事業や日中一時支援事業など，障がいの程度が重い児童

等の受け皿となっている事業については，事業の趣旨や目的が「保育」

のそれとは異なるものの，これらの利便性向上を図ることにより，結果

的に，保護者の就労支援等の推進につながることに鑑み，事業相互間の

利用促進も含め，積極的な展開を図るよう努められたい。 

 幼稚園においても，障がい児や医療的ケア児の受入れを推進すること

により，これらの児童と障がいのない児童や医療的ケアを必要としない

児童相互の発達が促されることから，幼稚園での受入れを推進するため

の支援を検討されたい。 

  ⑺ 「保育」以外の関連事項① 

 

 

 

 

 

 

    今回，諮問を受けて検討を行っているのは，児童福祉法にいう「保

育」であり，保護者の就労等により保育が必要な児童を対象に，保育

所等で養護と教育を行うものである。 

    一方，児童発達支援事業は，療育を必要とする障がい児を対象に，

日常生活における基本的な動作の指導などを目的とし，児童の年齢に

より，週１日から５日までの利用可能なサービスであり，また，日中

一時支援事業は，障がい児や知的障がい者を対象に，家族の一時的な

休息を目的とし，月10日の利用が可能なサービスであることから，「保

育」とは，趣旨や目的が異なる。 

    しかしながら，これらの事業は，現実的に障がいの程度が重い児童

等の受け皿となっており，これらの利便性の向上を図ることは，結果

的に，保護者の就労支援等の推進につながるものであり，また，保育

の面からも，⑶①に記載のとおり，単独での実施が困難な居宅訪問型

保育事業について，これらの事業との相互利用なくして，事業の実現

可能性，持続可能性が担保できないことを踏まえる必要がある。 

    そこで，児童発達支援事業や日中一時支援事業の利用可能な定員の

増加，児童の状況に応じた利用時間の設定などにより，実際に利用で

きる時間の増加を図るなど，積極的な展開を図るよう努めるべきであ

る。 

 

  ⑻ 「保育」以外の関連事項② 

 

 

 

 

 

    実態として，障がいの程度が重い児童や医療的ケア児の保護者は，

それ以外の保護者に比して，育児に時間と労力を費やすこととなる場

合が多く，仮に就労意欲があっても，就労に結びつかない場合も少な
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くない。また，幼児教育・保育の無償化の影響により，幼稚園に通わ

せたいと考える保護者が増加することも考えられる。 

    国の考え方としても，改正児童福祉法施行に伴い発せられた「医療

的ケア児に関する保健，医療，福祉，教育等の連携の一層の推進につ

いて」において，幼稚園における医療的ケア児のニーズの把握及びこ

れを踏まえた対応が重要である旨記載されているところである。 

    幼稚園の認可等を所管するのは市ではなく都道府県ではあるもの

の，障がい児や医療的ケア児と，それ以外の園児が交流することで，

双方の発達が促されるのは，保育所等も幼稚園も同じであり，保育所

等におけるこれらの児童の受入れの促進の影響が幼稚園に波及するこ

とは容易に想像できることを踏まえれば，市においても，県と協議し

つつ，幼稚園教諭や看護師の配置に係る財政的支援や受入れに当たっ

ての技術的支援について検討されたい。  
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Ⅴ まとめ 

 

  保育とは，児童の最善の利益を考慮し，健康，安全など生活に必要な基

本的習慣，態度を養うとともに，人との関わりの中で，愛情，信頼感，人

権を大切にする心を育て，様々な体験を通じて豊かな感性や表現力を育む

ことを目指し，養護と教育を一体的に行うものである。 

  地域の保育所等で子ども同士がともに育つことは，その健全な成長発達

を促進することに最大の意義があり，障がいのない児童や医療的ケアを必

要としない児童にとっても，障がい児や医療的ケア児への理解を深め，豊

かな人間性を身につける好機となるものである。 

  本市の障がい児保育制度は，昭和58年に開始して以降，このような方針

で実施されてきており，市内の保育所・認定こども園の約95％において障

がい児保育が実施されるなど，十分評価に値する実績を挙げている。 

  しかしながら，近年，児童福祉法の改正などの社会情勢や障がい児と保

護者を取り巻く環境の変化などにより障がい児保育のニーズが高まるとと

もに，医療的ケアを必要とする児童の保育の受け皿の確保など，新たな課

題が生じていることは，市からの諮問にあるとおりである。 

  このような時代の流れに対応すべく，これまで保育所等における保育の

対象外であった障がいの程度が重い児童や医療的ケア児についても，可能

な限り保育所等で受け入れるべきだと考えるに至った。 

  一方で，安全な保育の実施という観点からは，保育士や看護師を十分に

配置したとしても，保育所等での保育が困難であると判断される児童が一

定数存在することも事実であり，このような児童については，居宅訪問型

保育事業等を活用することが望ましい。 

  なお，この答申に沿った障がい児や医療的ケア児の受入れが実施された

としても，療育が必要な児童が療育を受けるべきであることにかわりはな

く，保育所等と児童発達支援センターや児童発達支援事業所が連携を図り

ながら児童の健全な発達を支援していくことが必要であることを最後に申

し添えておく。 

 



知的障がい・発達障がい関係（案） 

 

 ＜療育手帳＞ ＜集団への参加状況＞ ＜指示への理解と必要な配慮＞ 

＜制止が必要な行動＞ 

①不注意，多動，衝動性（外からの刺激に

よって容易に注意をそらされ、課題や遊

びなどの活動で注意を維持することが困

難） 

②自傷，他害行為（自分を叩いたり傷つけ

たり他人を叩いたり蹴ったり器物を壊し

たりする行為） 

一般保育の中で 

配慮を要する 
手帳非該当 ― ― ― ― 

区分１ 

（１：３） 
Ｂ２相当 集団への参加が５割程度 

全体指示の一部が理解できず，個別指示

や視覚的援助等の配慮を要する 
声掛けによる制止が必要 声掛けによる制止が必要 

区分２ 

（１：２） 
Ｂ１相当 集団への参加が３割程度 

全体指示の半分程度が理解できず，個別

指示や視覚的援助等の配慮が必要 

手をつなぐ等の身体的な接触による制止が

必要 

手をつなぐ等の身体的な接触による制止が

必要 

区分３ 

（１：1.5） 
Ａ２相当 集団への参加は限定的 

全体指示の理解が困難であり，個別指示

や視覚的援助等の配慮が必要 

手をつなぐ等の身体的な接触による制止が

頻繁に必要 

手をつなぐ等の身体的な接触による制止が

頻繁に必要 

区分４ 

（１：１） 
Ａ１相当 ― 

全体指示に加え，個別指示の理解も困難

であり，視覚的援助等の配慮が必要 
危険があり，常時付き添いが必要 危険があり，常時付き添いが必要 

区分５ 

（居宅訪問型） 

保育所等へ送迎することが難しい，感染症にかかった場合に重症化するリスクが高い，保育所等での実施が困難な医療的ケアを必要とするなど，健康面に特段の留意が必要（継

続して検討すること） 

＜「知的障がい・発達障がい関係」，「身体障がい関係」共通の注意事項＞ 

 ※１ ３歳未満児については，年齢による配置区分を踏まえた基準とすること 

 ※２ 複数項目に該当する場合は，最も手厚い区分とすることを基本としつつ，さらに配慮すべき場合について検討すること 

 ※３ 医療的ケアを必要とする児童については，区分１から区分５までに当てはまらない場合でも，区分１とすること 

 ※４ 児童の状況に変化があった場合における再判定の実施など，柔軟な運用に努めること 

  

別 添 



身体障がい等関係（案） 
 

 

 上肢 下肢・体幹 聴覚 視覚 音声・言語・そしゃく機能 内部障がい・難病等 

手帳の有無等 
手帳

有 
手帳無 手帳有 手帳無 手帳有 手帳無 

両眼の 

矯正 

視力 

矯正視力の 

測定が困難等 
手帳有 手帳無 ― 

一般保育の中で 

配慮を要する 

７級 

～ 

５級 

― 

７級 

～ 

４級 

― 手帳 

非該当 
― 

0.4 

以上 
― 

手帳 

非該当 
― ― 

区分１ 

（１：３） 
４級 

食事，更衣，排

泄，制作などに

一部介助が必

要 

３級 

独歩可能であ

るが，転倒し

やすく，一部

介助が必要 

６級 

・ 

４級 

いずれかに該当 

①裸耳聴力 70dB～89dB 相

当 

②補聴器又は人工内耳を装

用しており，言語による

全体指示の一部が理解で

きず，個別指示や視覚的

援助が一部必要 

0.3 

～ 

0.09 

集団活動の場面に

おいて，環境面で

の配慮（近くで見

せる・コントラス

トに配慮した表記

等）が必要 

４級 

嚥下に問題はな

く，音声言語によ

るコミュニケー

ションができる

が，慣れた人以外

は，聞き取りが難

しく，配慮が必要 

いずれかに該当 

①強い運動に制限があ

り，配慮が必要②運動

制限はないが，一定の

配慮が必要 

※主治医意見書による 

区分２ 

（１：２） 
３級 

食事，更衣，排

泄，制作などに

半介助が必要 

２級 

ハイハイ又は

伝い歩き可能

であるが，独

歩ができず，

半介助が必要 

３級 

・ 

２級 

裸耳聴力 90dB以上相当 

0.08 

～ 

0.02 

集団活動の場面に

おいて，視覚以外

（聴覚・触覚等）

の情報，見やすく

するための配慮が

必要 

３級 嚥下に問題はな

いが,音声言語に

よるコミュニケ

ーションが困難

であり，配慮が必

要  

いずれかに該当 

①中等度の運動に制限が

あり，配慮が必要 

②運動制限はないが，十

分な配慮が必要 

※主治医意見書による 

区分１②又は区分３に該当する場合

を除く 

区分３

に該当

する場

合を除

く 

区分３ 

（１：1.5） 
２級 

食事，更衣，排

泄，制作など，

手指を使った

操作が極めて

制限され，ほぼ

全介助が必要 

１級 首がすわって

いるが，ハイ

ハイ又は伝い

歩きができ

ず，ほぼ全介

助が必要 

３級 

・ 

２級 

裸耳聴力 90dB以上相当 
0.02

未満 

集団活動の場面に

加え，食事，更

衣，排泄などの場

面においても，視

覚以外（聴覚・触

覚等）の情報，見

やすくするための

配慮が必要 

３級 

嚥下に配慮した

食事等の介助が

必要 

運動全般に制限があり，

配慮が必要であるが，区

分４に該当しない 

※主治医意見書による 

区分４に該

当する場合

を除く 

言語による全体指示が理解できず，

又は言語によるコミュニケーション

が困難であり，個別指示や視覚的援

助が必要 

区分４

に該当

する場

合を除

く 

右記に

該当 

区分４ 

（１：１） 
１級 

手指を使った

操作が困難で，

全介助が必要 

１級 首がすわって

おらず，全介

助が必要 

― ― 

全盲またはそれに近い状態

で生活全般において介助が

必要 

― 

運動制限の有無に関わら

ず，常時十分な配慮が必

要 

※主治医意見書による 
右記に該当 

区分５ 

（居宅訪問型） 

保育所等へ送迎することが難しい，感染症にかかった場合に重症化するリスクが高い，保育所等での実施が困難な医療的ケアを必要とするなど，健康面に特段の留意が必要（継続して検

討すること） 



〇障がい児保育検討専門委員会・委員名簿 

（五十音順） 

 委員氏名 役 職 等 

 
石 﨑 義 人 福岡東医療センター小児科部長 

 
柿 迫 重 正 福岡市私立幼稚園連盟会長 

 
川 嵜 麻 里 

福岡市保育協会推薦 

（内浜保育園園長） 
 

吉 良 龍太郎 福岡市立こども病院小児神経科長 

 
古 賀  聡 

九州大学大学院准教授 

（人間環境学研究院） 
 

實 藤 雅 文 
九州大学特任准教授 

（環境発達医学研究センター） 
 

増 本 律 秀 
福岡市保育協会推薦 

（城浜保育園園長） 

副会長 宮 﨑 千 明 福岡市立心身障がい福祉センター長 

 森 山 淳 子 
障がい児相談支援事業所 

ニコちゃんくらしサポート管理者 

会 長 吉 川 昌 子 
中村学園大学教授 

（教育学部） 
 

 

〇審議日程 

 

 第１回：平成31年３月29日 

 第２回：平成31年４月12日 

 第３回：令和元年５月21日 

 第４回：令和元年６月24日 

 第５回：令和元年７月26日 

  第６回：令和元年９月２日 

  

参考資料 



 


	審議会用・鑑答申（案）
	答申（案）
	新判定基準案
	参考資料



